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はじめに   

 

聖園学園短期大学 

学長 青木 光子 

 

本学は、平成２２年度に第１評価期間の第三者評価を受け、認証を得ることができま

した。その翌年度から、さっそく第２評価期間の第三者評価に向けて自己点検・評価活

動を展開していたところ、平成２３年度に幼児教育科単科でキリストの教えを建学の精

神とする鶴川女子短期大学との相互評価の機会を得ることになりました。 

 相互評価活動に対しましては、鶴川女子短期大学学長様はじめ、ALO、その他の教

職員の皆様には、深い理解と多大なご協力をたまわり、心より感謝を申しあげたいと存

じます。 

鶴川女子短期大学は、大都会の一般的な短期大学のイメージとは異なり、東京都町田

市の自然豊かな景勝地に広いキャンパスを有し、学生たちは落ち着いた環境の中で学生

活を送ることができ、大変恵まれていると感じました。また、大都会の入学希望者の多

様化に応えて様々な入試選抜を実施しており、しかも、入学後の学生に対し、能力や適

性に応じた手厚い学習や生活、就職の支援を行っております。このため、FD活動や学

生支援室の充実など、大学の改革・改善に取り組んでおり、本学の改革・改善を考える

にあたっても大変参考になりました。 

 本学では、自己点検・評価活動に全学体制で取り組み、職員研修会をはじめ、様々な

機会を捉えて現状や課題について論議し、検討を行っております。この中で、鶴川女子

短期大学との相互評価活動についても取り上げてまいりました。このたび完成すること

となりました相互評価報告書も、今後の自己点検・評価活動の充実のために大いに生か

していきたいと考えております。 

 これからは、１８歳人口が減り続け、学生の確保がますます困難な状況となることが

予想されます。しかし、保育界のニーズがある限り、これに応えていく必要があります

ので、自己点検・評価活動を大切にし、常に改革・改善に取り組みながら、保育者養成

にふさわしい短期大学づくりに努めてまいります。 

 ここに「相互評価報告書」を刊行すると共に、本報告書について、忌憚のないご意見

やご指導をいただければ幸いに存じます。 
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はじめに 

 

鶴川女子短期大学 

学長 百瀬 和男 

  

本学が初めて第三者評価を受け、「適格」と認定されたのは平成 22年度であ

る。その後、今回の聖園学園短期大学との平成 26年度相互評価までの約 4年間

の間も、受験者の減少や入学生の多様化に伴い、教育改革は待ったなしの状況

で、様々な組織改革や高大連携の推進、入試広報改革に取り組んできた。 

 キリスト教の精神に則った教育を行う保育・幼児教育単科の短期大学として

本学と共通するところの多い聖園学園短期大学との相互評価は、同じようなカ

リキュラムを持ち、細かな部分まで指摘できやすいという厳しさがありつつ、

同じような短期大学としての悩ましい課題を抱えるという点において、その一

つ一つへの改善への取組について参考にできるところが多く、その役割は大き

い。聖園学園短期大学は、多くの大学・短期大学が 18歳人口の減少に悩む中で

も、安定して入学定員を確保し、質の高い保育者を輩出するだけでなく、教職

員組織も非常に効率的に学校運営にあたっている。さらに、平成 24年度からは

女子だけでなく男子学生も受け入れるという自己改革も進められており、小規

模な短期大学として、少人数での親身な教育という良さを残しつつ、更なる発

展を目指している姿は、本学にとって非常に良いロールモデルとなっている。 

本学との相互評価相手校を快く引き受けていただいた聖園学園短期大学の皆様

には、この場を借りて、改めて御礼を申し上げたい。 

 第三者評価も相互評価も、あくまでも改善に気付くきっかけであり、指摘さ

れたことだけでなく、さらにそこから自らが客観的に考え、自ら改善していく

サイクルを築き上げることが目的である。授業や学生への個別対応に多くの時

間を割き、少ない時間の中で研究や校務にあたる短期大学の教員の日常は非常

に目まぐるしく、目の前のことに没頭しがちになることも事実である。そのよ

うな中でも、相互評価等の契機を存分に活用し、中長期スパンで学校全体を改

善する意識を一人ひとりの教職員が持ち、学生一人ひとりにとってだけでなく、

地域社会全体に対してまで、貢献できる短期大学として発展させていきたいと

願っている。 
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１． 短期大学の概要 

 

（１）聖園学園短期大学 

 

【学校法人及び短期大学の沿革】 

学校法人秋田聖心の布教姉妹会は、キリストの教えに基づき、真理を求め、人を愛し

て生きる人生に生き甲斐を感じる人を育成することを教育理念として、大正９年（１９

２０年）秋田市に保育所「聖心園」を開設したことに始まり、現在、聖園学園短期大学

及び附属幼稚園を設置している。本法人の母体となっているのは、神奈川県藤沢市に本

部があるカトリック修道女会「聖心の布教姉妹会」であって、教育事業としては、短期

大学の他に高等学校・中学校・幼稚園を、福祉事業としては、保育所や児童養護施設等

を全国にわたり設置している。 

 聖園学園短期大学は、昭和１５年聖園保母学園を設立したことに始まり、昭和４１年

に短期大学（保育科）の設置認可を受け、保育科総定員２００人の短大として発足した。 

 本学は、幼児教育者として高度な教養と正しい人生観及び必要な知識と技術を習得さ

せることを教育目標に掲げている。平成１９年度秋田大学に保育士養成の課程が、平成

２０年度聖霊女子短期大学生活文化科に生活こども専攻が開設されるまで、県内唯一の

伝統ある保育者養成校として、県内外に幼児教育者としての人材を送り出してきている。 

 平成２４年度からは、男子学生も受け入れしている。 

 

年   月 事         項 

大正 ９年 ９月 

大正 14年 10月 

昭和 15年 ４月 

昭和 22年 ３月 

昭和 23年 ５月 

昭和 26年 ４月 

昭和 27年 ５月 

昭和 29年 ９月 

昭和 31年 ５月 

昭和 32年 ２月 

 

昭和 41年 １月 

昭和 41年 ４月 

昭和 51年 ８月 

 

保育所「聖心園」を開設（秋田市大町四丁目５－２６） 

保育所「みその園」を開設（秋田市保戸野すわ町１－５８） 

聖園保母学園を設立 

「みその園」を「聖園幼稚園」に改める 

「聖心園」を「聖心保育所」と改称 

聖園保母学園が保母養成施設として厚生省の認可を受ける 

聖園高等保母学院と改称 

学校法人聖園学園設置認可 

「聖心保育所」を「聖心幼稚園」に改める 

「聖園高等保母学院」に「聖園幼稚園教諭養成所」を併設 

（昭和４１年９月廃止） 

聖園学園短期大学（保育科）設置認可 

聖園学園短期大学開学（保育科総定員２００人） 

法人名を「聖園学園」から「学校法人秋田聖心の布教姉妹会」に名

称変更 
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昭和 60年 ３月 

平成 ４年 ４月 

平成 23年 ４月 

「聖心幼稚園」を廃止し、「聖園幼稚園」に統合 

「聖園幼稚園」を「聖園学園短期大学附属幼稚園」に変更 

法人名を「学校法人秋田聖心の布教姉妹会」から「学校法人聖園学

園」に変更 

 

【地域の特色】 

 本学は、秋田県内の秋田市中央部に位置している。秋田市は、秋田県の県庁所在地で

秋田県のほぼ中央の沿岸部に位置し、日本海に面している。東には出羽山地、南には雄

物川、そして市街地を旭川が流れ、田園地帯が市街地を取り囲む水と緑豊かな公園都市

である。明治２２年に市制を施行し、平成９年に「中核市」となった。平成１７年に旧

河辺町、雄和町の２町を編入合併し、新秋田市となった。面積は９０５．６７㎡で、森

林（６９．０％）と農用地（１０．７％）が８割を占め。宅地は６．３％となっている。

人口は約３１９千人（平成２５年４月現在）で秋田県の人口の約３０％を占めている。

しかし、平成１７年度以降人口の減少が続いている。年少人口と生産年齢人口は減少傾

向にあるに対し、老年人口は増加を続けており、少子高齢化が進行している。 

 秋田市の産業構造をみると、産業別従事者数の割合が平成２２年度国勢調査によると、

第１次産業２．１％、第２次産業１６．０％、第３次産業７７．９％であるが、製造品

出荷額や商業の年間商品販売額においては、県内の他地域にぬきんでている。地場産業

としては、県内の豊かな天然資源を利用した木材・木製品製造やパルプ製造、非鉄金属

製造、清酒製造などが盛んで、県内総生産の３分の１を占める。 

 秋田県内には、大学、短期大学等の高等教育機関が１２校あり、ほとんどが秋田市に

ある。本学は旧市内の中心地に位置し、JR秋田駅からバスで７分、徒歩で２５分の通

学、通勤にはきわめて便利な場所にあり、大学の周囲は古くからの良好な住宅地で、北

部にかけて住宅街が続き、近くには商店街もあって落ち着いた街並みが形成されている。

近くには小学校もあり、恵まれた環境に位置している。 

 

【在籍者数】 

学科等の名称 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 

保育科 

 

入学定員 100 100 100 100 100 

入学者数 104 128 127 129 127 

入学定員充足率 104 128 127 129 127 

 

【教員組織の概要】 

学科等名 
専任教員数 非常勤

教員 
備考 

教授 准教授 講師 助教 助手 

保育科 5 2 3 3 0 17 教育学・保
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育学関係 

 

【職員組織の概要】 

 専任 兼任 計 

事務職員 9 0 9 

技術職員 0 0 0 

図書館・学修資源センター等の専門事務職員 2 0 2 

その他の職員 1 0 1 

計 12 0 12 

 

 

（２）鶴川女子短期大学 

 

【学校法人及び短期大学の沿革】 

・明泉学園の設立と沿革 

 鶴川女子短期大学は鶴川高等学校、東京商工経済専門学校、鶴川女子短期大

学附属幼稚園とともに、明泉学園の一員として、故百瀬泰男前理事長によって、

昭和４３年町田市三輪の地に設立された。 

 明泉学園の設置の母体となったのは、学校法人百瀬学園東京商工女学校、虎

ノ門タイピスト学校で、その設立は古く大正３年４月で今から８９年前であっ

た。しかし、両校とも戦災で土地、建物、施設のすべてを失い、長期の休止を

経て、統合と改廃により、それぞれ別の学園となり別人格となった。 

 昭和３５年１月２０日、東京商工女学校と虎ノ門タイピスト学校は人と資産

のすべてを新学園の設立に投じ、町田市三輪町に土地を購入して、学校法人明

泉学園が設立されたのである。 

 学園は昭和３５年４月１日に鶴川高等学校・鶴川中学校、同４３年４月１日

に鶴川女子短期大学、同４７年４月１日に鶴川女子短期大学附属幼稚園、同５

９年４月１日に東京商工経済専門学校の認可を文部省より受け開設した。 

 当初はいずれも多くの問題をかかえ、経営も多難であったが、故百瀬泰男理

事長を始めとし、関係職員のたゆまざる努力精進によって、今日の隆盛を見る

に到った。鶴川女子短期大学は、戦後の荒廃した日本の再建は教育にあること

を痛感されていた前理事長によって昭和４３年に創立された。同理事長は、次

代の日本をになう国民となる幼児の教育の重要性を考え、保育の技術と理念を

体得した教養のある家庭婦人並びに有能な幼稚園教諭、保育士の養成を目指し

て本学を設立されたのである。以来４５年、全学思いを一つにして努力を重ね

今日に到っている。 
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【地域の特色】 

本学が立地する東京都町田市は、福祉に力を入れており、デイサービスの数

は多く、保育所、幼稚園などの幼児教育に対する関心も強い。こどもセンター

や乳幼児のためのサークルも数多く催され、こども園の数も年々増えてきてい

る。 

本学は昭和 43年に幼児教育学科単科の短期大学として開学して今日まで、保

育者の育成をおこない東京都、神奈川県内の幼稚園、保育所に多くの卒業生を

送ってきた。近年は、近隣の大学にもこども学科等ができるようになったが、

短大として長くその役割を果たしてきたところである。 

 通学のためには、最寄りの小田急線鶴川駅を利用し、バスによる短大までの

便が確保されている。小田急線は、町田駅ではＪＲ横浜線、小田急線新百合ヶ

丘駅では多摩線に接続し、登戸ではＪＲ南武線、下北沢では井の頭線の乗り換

えができる。また、東急田園都市線の市が尾駅からバスの便などもあり、鶴川

駅周辺のバス路線も多く、通学の利便性に優れている。 

 

【在籍者数】 

学科等の名称 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 

幼児教育

学科 

 

入学定員 150 150 150 150 150 

入学者数 101 105 119 145 132 

入学定員充足率 67 70 79 97 88 

 

【教員組織の概要】平成 25年度 

学科等名 
専任教員数 非常勤

教員 
備考 

教授 准教授 講師 助教 助手 

幼児教

育学科 
4 3 7 － 3 32 

教育学・保

育学関係 

 

【職員組織の概要】平成 25年度 

 専任 兼任 計 

事務職員 10 7 17 

技術職員 0 0 0 

図書館・学修資源センター等の専門事務職員 2 0 2 

その他の職員 3 8 11 

計 15 15 30 
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２． 相互評価 評価員氏名 

 

（１）聖園学園短期大学 

 

学 長  青木 光子  （教授） 

委員長  小林 建一  （教授・図書館長・ALO・評価員） 

副委員長 小笠原京子  （准教授・教務課長） 

委 員  永井 博敏  （准教授・学生部長） 

委 員  安藤 節子  （教授・学生課長） 

委 員  内藤 裕子  （教授・厚生課長） 

委 員  大原かおり  （講師） 

委 員  根布谷 豪  （事務局長）  

 

（２）鶴川女子短期大学 

 

委員長  百瀬 和男 （学長） 

委 員  福地 昭輝 （特命教授・ALO） 

委 員  百瀬 志麻 （副学長・教授・評価員） 

委 員  増永 順子 （准教授・評価員） 

委 員  髙柳 賢一 （法人事務局長） 

委 員  小林眞由美 （短大事務局長） 
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３． 相互評価実施要項 

 

（１）相互評価の目的 

自己点検・評価が新基準となり、ますます短期大学の質的向上が求めら

れている。そこで、それぞれの視点に立って互いに評価・点検をするこ

とで、今後の教育活動を充実させて行くことを目的とする。 

 

（２）相互評価実施校 

聖園学園短期大学 保育科 

   鶴川女子短期大学 幼児教育学科 

 

（３）評価項目・内容 

聖園学園短期大学にあっては、平成 24年度より再編成された短期大学基

準協会による第三者評価の評価基準に基づいて評価を行う。 

鶴川女子短期大学にあっては、旧評価基準に基づいて評価を行う。 

 

（４）相互評価の方法 

双方の『自己点検・評価報告書』をあらかじめ送付し、内容から考えら

れる質問事項を相手方に求める。質問に対する回答を用意し、相互に訪

問した時に回答とそれにかかる内容の説明をする。 

 

（５）実施時期 

平成 25年度  『平成 24年度 自己点検・評価報告書』（鶴川女子短期

大学）、『平成 25年度 自己点検・評価報告書』（聖園

学園短期大学）を相互にあらかじめ送付する。 

平成 25年 12 月 5日 聖園学園短期大学より鶴川女子短期大学訪問 

平成 26年 6 月 19日 鶴川女子短期大学より聖園学園短期大学訪問 

 

（６）『相互評価報告書』の作成 

双方で報告書を作成し、平成 27年 6月末日までに『相互評価報告書』を

完成させる。 
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４． 相互評価 協定書 
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５． 各短期大学に対する総評 

 

（１）聖園学園短期大学について 

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

 建学の精神は、母体とする「聖心の布教姉妹会」のキリストの愛によって人々を真

の幸せに導くための教育を基盤とし、幼児教育者には欠かせない心の育成をしてい

る。 

 学生には、学長より「聖園アワー」において、建学の精神にかかわる講話があり、

「学生便覧」「大学要覧」「就職のしおり」「広報みその」に学長の言葉を掲載し、

周知を図っている。 

 幼児教育者としての必要な知識と技能を授けることを目的として、教育目標を立て

ている。建学の精神が授業を通して達成できるよう教育目的・教育目標を定め、活

性化を図っている。 

 自己点検・評価活動に全教員が関与している。毎年、夏休みに実施の職員研修会が

ある。また、全教職員による定例の職員会議があり、教職員の意識の向上を図って

いる。 

 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

 学位授与の方針として、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要件を明確にし、

保育者に必要な専門的な理論や技術を身に付けることを目指している。 

 実習先である保育所、施設、幼稚園との実習懇談会を開催し、評価を得ている。 

 毎年１回、卒業年度の学生が「卒業生の集い」をおこない、近況報告や情報交換等

をする。この会は、卒業生の心の拠り所であり、悩み、不安、学習内容について聞

くことができる。 

 学位授与の方針では、わかりやすい授業科目の編成への改善、厳正な成績評価の適

用、などを定期的に見直している。 

 「幼児指導法」「人間関係」では、隣接する附属幼稚園と連携し、実践的な授業の

中から実践力を育成している。 

 従来の過密な教育課程を見直すため、ワーキンググループを設置し新カリキュラム

を実施した。１コマ 50分の授業は珍しく、２コマ続けて 100分の授業が可能であ

り、授業時間に柔軟性を持つことができる。 
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 通年完結型授業を減らし、学期完結型を基本として学習効果を高めている。 

 授業開始時間を早め、午前中４コマとし補講時間を確保している。 

 週一度の担任会議、月一度の 1，2年の合同担任会議で学生の情報を共有し、迅速

な対応ができている。 

 学生による授業評価は、教員自らが集計し結果を分析、自らの授業を反省し評価を

している。 

 各年度に数科目ずつ授業公開を実施している。事前に指導案を配布し、なるべく全

員の参加を促している。 

 入学前オリエンテーションを 12月に実施。建学の精神や事前学習課題など、入学

に備えている。 

 週１度清掃の時間があり、教職員も一緒に清掃をする。トイレも行う。普段の清掃

は午後業者に任せている。 

  

  

《向上・充実のための課題》 

 学園行事は毎月あり、ボランティア活動も授業化されたが建学の精神や学習の成果

がどのように発揮されているかを具体的な指標の下に把握できるかが課題である。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

 なし 
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（２）鶴川女子短期大学について 

 

Ⅰ 建学の精神・教育理念・教育目的・教育目標 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 通常の授業に加えて、授業外の行事やガイダンス、講座等の教育活動を、「知」「情」

「意」「体」「技」のキーワードに即して掲げた各教育目標に明確に関連づけ、教育

目標の達成に努めている。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ 教育目的や教育目標の学外への公表については、ホームページでの公開、「学校説明

会」での担当教員の説明などによって対応していることを明記する必要がある。 

■ 教育理念や教育目標については、定期的に点検することにより教職員の意識が日常

的に高まり、見直しの必要性も早期に認識されることとなる。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅱ 教育の内容 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 卒業に必要な単位取得のための教育課程と、免許・資格取得のための教育課程が明

確に区別されているので、必修科目と選択科目が明確に分けられ、学生は科目履修

の明確な目的をもつことで、学生の学習への意欲的な取り組みが期待できる。 

■ 教育課程を履修することにより幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得できるの

みならず、その他の時代のニーズに合致した資格を取得できるよう、教育課程外の

講座や特別授業を実施している。 

■ 授業評価について、すべての科目のデータを冊子にして全教員に公開するとともに、

全教員が授業評価の結果を受け取った後に、授業改善にどのように生かしていくか

についての具体的な方策を回答した内容（リアクション・ペーパー）も、冊子にし

て公開していることは、授業改善に向けた積極的な取り組みである。 

■ 教育理念・教育目標についての共通理解や適切な教育方法の実施、授業改善のため、

専任教員と兼任教員の全員による懇談会を毎年開催している。 

■ 実習指導として、実習前の不安や緊張を和らげ、実習への意欲を高めるための事前
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学習と準備をする「学内実習」を約３０名のクラス制で行っており、これを担任教

員が指導している。 

■ １年次と２年次において、学園の施設である相模湖セミナーハウスでの宿泊を伴う

相模湖研修を通して、親睦と友情を深め、その後の学生生活の充実や社会人として

の準備の機会を提供している。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ 履修カルテを導入して振り返りをし、学習意欲を高める努力をしているが、中退者

と除籍者の割合が高く、その理由についても分析が行われているので、その理由を

克服できるような具体的な対応措置を講じることが課題である。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅲ 教育の実施体制 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 校舎は老朽化しているが、余裕のあるスペースで広い運動場も隣接しており、周囲

の自然環境にも恵まれている。設備の面では、ピアノ練習室が大変充実している。 

■ 防犯対策として、日常的に男性職員・用務員が巡回しているほか、多数のモニター

を設置して監視を行い、危険防止を図っている。 

■ 授業の公開は組織的には行っていないが、授業の参観等は自由である。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ なし 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果 

《特に優れた試みと評価できる事項》 
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■ 単位認定や評価についての共通認識を深めるため、次年度に向けて、毎年３月に専

任教員及び兼任教員による懇談会を開催している。 

■ 学生の授業満足度調査を全科目に対してアンケートで行い、結果を全教員に個別に

報告し、教員はそれに対して今後の取り組みをリアクション・ペーパーで報告して

いる。ＦＤ委員会では教員からの報告をまとめ全教員に公表しているほか、クレー

ムについては自己点検・評価委員会、企画委員会、教務委員会等で話し合い、改善

策を検討している。 

■ １年次から就職に向けての意識づけを強化し、２年間にわたって就職ガイダンスを

実施しているほか、「キャリアデザイン」を単位認定科目とし、キャリア教育の充実

を図っている。 

■ 教育実習、保育実習に参加できない学生向けの講座の開講や実習に不安な学生・自

信のない学生に対する体験実習の実施など、特別なニーズへの対応を行っている。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ ２３年度入学者の２７．０％、２４年度の入学者の１８．０％が退学しており、退

学者の割合が高いので、退学理由を再分析し、効果的な対応策を講ずることが課題

である。 

■ 幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得率が共に６３．７％で必ずしも高い割合

ではなく、退学の要因の１つになっていると考えられるので、取得率を高める学習

支援が必要である。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅴ 学生支援 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 学生の募集状況を改善するため、広報室にプロジェクトチームを立ち上げ、職員全

員が連携を密にして、受験希望者への対応や高等学校等学外への情報発信に努めて

いる。 

■ 多様な選抜の制度を設定しており、それぞれの選抜に適合した入試選考を行い、正

確性と公正性の確保に努めている。 

■ 入学手続き者のうち、希望者にピアノレッスンを実施し、多数の参加があり、入学

前の事前学習の成果をあげている。 
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■ 科目により個別に補習授業を行っているほか、学力不足で実習に参加できない学生

に対して多くの教員が関わって、新たに資格取得につながる科目を設定することを

含めて特別カリキュラムを組み、特別授業という名称で補習授業を行っている。 

■ 担任制をとり、学生とのつながりを大切にしながら、個別面談をも通して学習上の

問題、悩み等から就職の相談や準備のための相談まで行っている。これをさらに補

完すべく、学生委員会でも学生生活や就職活動に関する相談に対応している。 

■ 幼児教育科単科の小規模短大にもかかわらず、教員５名から成る学生委員会、事務

職員２名の学生支援室を設け、手厚い学生生活の支援を行っている。 

■ 学友会の「鶴友会」では、成績優秀だが経済的に就学が困難な学生に対して、授業

料の全額あるいは一部を支援しており、学生のニーズに合致した貢献をしている。 

■ 人格的に優れ向学心の旺盛な者、または学習意欲が高いにもかかわらず経済的に困

窮している学生に対し、大学独自の複数の種類の奨学金制度を設けている。 

■ 各担任、学生支援室、実習指導室が連携してカウンセリング室につながり、学生の

メンタル面でのケアの充実に努めている。 

■ 就職支援として、土曜日も９時から１４時まで学生支援室職員が就職相談を受け付

けているほか、担任教員が学生と個人面談のなかで就職相談も行い、学生委員会と

学生支援室と連携し、就職あっせんを行っている。 

■ 幼稚園教諭免許や保育士資格を取得しない学生の就職についても配慮し、学生の職

業選択の多様化に対応している。 

■ 進学支援のために、進学希望の学生を対象とする説明会と進路希望調査を実施し、

希望者には担任及び学生委員会の教員が面接を行い、指導・助言のみならず、小論

文作成、面接の練習等を行っている。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ なし 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅵ 研究 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 個人の研究費における流動性を高め、研究を進めやすい環境づくりを図るとともに、

共同研究に予算配分し研究の活性化に務めている。 
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《向上・充実のための課題》 

■ 科研費等外部からの研究資金の調達について、取り組みが消極的であり、研究意欲

と研究レベルの向上のためにも、教員の意識を高める必要がある。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅶ 社会的活動 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 社会的活動について、個々の教員が任意で行う活動から学校全体で取り組む活動へ

と転換を図り、東日本大震災に伴う地域交流会や附属幼稚園と共催の夕涼み会など

を実施し、地域ニーズに前向きに応えている。 

■ 特別支援学校から高校生を産業現場等における実習生として受け入れ、保育者養成

校としてさまざまな施設へ学生を派遣し実習を行っている立場とは、逆の立場を学

び体験し、学生の指導等に生かしている。 

■ 学生のボランティア活動を中心に社会的活動に積極的に取り組んでおり、ボランテ

ィア先の特徴やボランティアの性質に応じて、学生が安心して参加できるように、

実習指導室と学生支援室とが連携し、ていねいに事前指導を行っている。 

■ ボランティア活動等の社会的活動については、建学の精神である「愛の教育」の成

果として、また自ら考えて行動する力を養い、学生が社会と関わり成長する機会と

して積極的に評価している。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ 海外教育機関等との交流や海外派遣、国際会議等への出席は、短期大学としては実

績があると評価されるが、ごく少数の教員が取り組んでいるにすぎず、拡充を図る

ことにより一層の向上・充実につながる。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 
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Ⅷ 管理運営 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ 教授会メンバーが学長と教授のみならず、准教授、専任講師、常勤講師をふくめて

いることから、教育・研究上の重要事項に幅広く教員の意見を反映させることがで

き、また月２回定期的に開催していることは教育・研究を円滑に進めるにうえで効

果的であると評価される。 

■ 事務職員は、各週に行われるスタッフ連絡会や、毎週土曜日に行われる朝礼におい

て、各部署の現状を発表し情報を共有している。 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ 定員割れが続いており、広報活動の活発化等、全職員が創意工夫をしながら一丸と

なって取り組む必要がある。また、学生の質の低下に対しては、学生が興味・関心

をもって取り組めるような多様な選択が可能となるように配慮する必要がある。 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅸ 財務 

《特に優れた試みと評価できる事項》 

■ なし 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ なし 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 

 

 

Ⅹ 改革・改善 

《特に優れた試みと評価できる事項》 
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■ なし 

 

 

《向上・充実のための課題》 

■ なし 

 

 

《早急に改善を要すると判断される事項》 

■ なし 
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６． 各短期大学に対する質問事項とその回答 

 

（１） 聖園学園短期大学から鶴川女子短期大学へ 

 

Ⅰ 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 

ページ 質問事項 回答 

7 鶴川女子短期大学はミッション・

スクールではないのか。 

ミッション・スクールではないが、創設者

がクリスチャンであり、キリスト教の信仰

を基盤とする「愛の教育」を建学の精神に

している。しかし、キリスト教を学ぶ授業

科目は開講していない。建学の精神につい

ては、入学式・卒業式の学長式辞、オリエ

ンテーション、学生便覧、就職の手引き等

で学生に、また教授会あるいは新任式等で

教職員に周知している。キリスト教に関し

ては、毎年外部講師によるキリスト教講演

会やリサイタル講演会を学びの機会にして

いる。 

Ⅱ 教育の内容 

ページ 質問事項 回答 

20 学外実習については、学生全員が

実施していないようであるが、そ

れはなぜか。 

学外実習については、定められた水準で科

目履修していない場合は、実習に参加で  

きないことになっており、この基準は「学

外実習履修基準」として学生便覧にも明記  

され徹底されている。毎年、基準を充たし

ていないため、学外実習に参加できない学  

生がでている。 

Ⅲ 教育の実施体制 

ページ 質問事項 回答 

 なし  

Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果 

ページ 質問事項 回答 
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38 平成２４年度の場合、中退者数が

３４名と多いが、どのような理由

なのか。 

 

 

 

 

 

中退者３４名の内訳は、「進路変更（就職を

含む）」１０名、「経済的問題・家庭内の問

題」１７名、「健康・精神的問題」６名、「学  

力不足」１名である。地方都市とは大きく

異なる生活環境や学生の意識などが影響し

ていると考えられるが、学生に対する指導

面の問題に結びつけることができるかどう

かは、今後の追求すべき課題である。  

39 保育者を目指さない学生や不適

格な学生が増えてきているよう

だが、どのような対応をしている

のか。 

 

 

 

これらの学生向けに教養科目を増設し、免

許・資格取得を目指さないコースを設ける

べく検討している。また、このような学生

の就職に関して、鶴川記念病院との連携で

５名の学生が就職した実績をもっている

が、これらの学生は働きながら介護ヘルパ

ーの資格取得を目指している。 

39 免許・資格の取得率が低いようだ

が、原因としてどのようなことが

あげられるか。 

平成２４年度で聖園短大が１００％である

のに対し、本学は６３．７％であることを

みると、聖園短大生は優れていると評価し

ているが、どの程度のレベルの学生が入学

しているか、大学での成績評価がどの程度

厳格に行われているのか、共通の基準がな

いので、さらに追求することが課題である。  

Ⅴ 学生支援  

ページ 質問事項 回答 

44 ＡＯ入試と社会人特別入試をど

のように実施しているのか。 

ＡＯ入試には、電話での面談予約にはじまる

方式と、オープンキャンパス参加時の入試相

談にはじまる方式がある。とくに、後者は本

学に対する理解を深め、広報活動の役割も果

たしている。特待生ＡＯ入試は、授業料を免

除する特待生を選抜するもので、学生の質を

高めることにつながっている。社会人特別入

試は平成２２年度から実施し、２４年度には

１１人が入学しており、学習意欲が高く学生

全体の模範となっている。入試は、面接のみ

である。 
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44 

 

 

 

 

 

 

 

オープンキャンパスはどのよう

な形態で実施しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

オープンキャンパスは、５月中旬から３月

までの土曜日に１９回実施しており、大  

学説明、模擬授業、入学相談などを内容と

している。入学相談の中心になるのがＡＯ  

入試相談で、これは広報活動としての効果

をもたらしている。最近は、３ケ所以上の  

大学のオープンキャンパスに参加するよう

に指導している高校が多いため、ニーズが  

あり、これに対応している。このように、

オープンキャンパスは入試に直結するよう

な性格を帯びている。 

45 入学前教育はどのように行って

いるのか。 

入学前教育として、ウィークディのキャン

パス訪問(高校生が大学の授業に参加でき  

る「１日大学生」）、入学決定後の希望者に

対するピアノ事前指導（平成２４年度は  

３回実施し、９１名が参加した）、鶴川高校

での高大連携授業（授業「キャリアデザ  

イン」を通して大学とはどういうところか

を知る）を行っている。この入学前教育は、  

広報活動を兼ねて行っているものである。 

51 大学独自の奨学金制度を設けて

いるが、どのような効果がある

か。 

奨学金については、外部奨学金の取得のため

の支援をしているが、独自の４種類の奨学金

制度も設けている。この制度は、成績優秀で

も経済的に困窮している学生の救済になっ

ている。このように、独自の奨学金制度を設

けていることは困ったときに救済してもら

えるという受験生の心理的効果を生むため、

短大の広報活動にも役立っている。 

Ⅵ 研究 

ページ 質問事項 回答 

58 研究費の支給状況はどのように

なっているのか。 

研究費は、鶴川女子短大研究費規程及び研

究費支給規程細則にもとづき各教員に配分

されている。使途は、学会費（年会費・参

加旅費等）、図書類、備品・消耗品類などで

ある。図書は図書館の蔵書扱いにしないで

各教員の研究室で保管し、退職時には返却
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することになっている。平成２４年度の研

究費総額は２５０万円である。この個人研

究費については、費目の枠をはずし流動性

を高めた。研究費が残った場合は、共通の

備品を購入している。なお、ほかに共同研

究費として７０万円を計上し、学内の２件

の共同研究に配分している。成果について

は、紀要に掲載することを義務づけており、

研究の活性化に役立っている。 

Ⅶ 社会的活動 

ページ 質問事項 回答 

  なし  

Ⅷ 管理運営 

ページ 質問事項 回答 

 なし  

Ⅸ 財務 

ページ 質問事項 回答 

  なし  

Ⅹ 改革・改善 

ページ 質問事項 回答 

 なし  
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（２） 鶴川女子短期大学から聖園学園短期大学へ 

 

地域社会のニーズ  

ページ 質問事項 回答 

3 男子学生が入学して変わったこと

は 

男子学生は各学年 7～８人在籍している。共

学になったことで困ったことや変わったこ

とは起きていない。男子学生用のロッカール

ームを作っている。ロッカーは、縦型 180㎝

の 4連で、部屋は扉で仕切ってあったが問題

はないようである。ロッカーとは別に、下駄

箱が用意されており、本学と同じような物で

あった。ブーツの時は下駄箱の上がブーツ置

き場になるので、ずらりと並ぶ。 

基準Ⅰ-Ａ-1（4） 

ページ 質問事項 回答 

16  職員会議の頻度は？職員が全員

集まることが可能ですか？ 

職員会議は教職員一緒で、月１回報告の場、

情報共有の場として行う。内容は各委員会・

部課長会議・教授会・図書館・学生部・事務

局各課から報告される。授業が終わってか

ら、学生のいない放課後 3：30から開始する。

電話番以外は全員出席。教授会は定例ではな

い。その他に各学年担任会を週１回。実習前

の授業は、実習に役立つ内容で行うようにす

る。また、例えば「発達」に関わる教員が集

まって会議をする。必要に応じて似た傾向の

もの、近接した科目などで情報交換をしてい

る。 

基準Ⅱ-A-1（４） 

ページ 質問事項 回答 

28 卒業生の集いの主催はどこか、同

窓会か？ 

卒業生のつどいは、新卒の学生が辞めたいと

か辛いとか思っている学生の話を聞いて、ア

ドバイスをする。７月１３日（日）厚生課、

就職がホームカミングの名目で。 日曜日午

前中～１２時まで。 

内容は勉強会、求人情報、アンケート、本学

で役に立った学びなど。 
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基準Ⅱ-A-2（3）①について 

ページ 質問事項 回答 

33 午前 4コマとは 90分授業ではな

いのか、時間割が知りたいのだ

が？ 

50分の授業を４コマ実施する場合と、100分

授業を 2コマ実施する場合がある。授業科目

は必修が多く、選択必修は少ない。演習・実

技は 100分で行う。 

基準Ⅱ-Ｂ-2（2） 

ページ 質問事項 回答 

44  「教育・保育実習の手引き」・『ゆ

りかご』は、実習のための印刷物

であるようですが、実習に携わる

教員は、保育の経験者が受け持っ

ているのか？また、実習開始まで

の指導の過程を教えてください。 

実習の教員は保育経験者が行っている。３人

が経験者で『ゆりかご』はそれぞれが、実習

を行って感じたことを振り返って文章にし

たものである。子どもの内面理解やエピソー

ド、省察を入れる。何度も書き直して自分の

発見を綴っている。 

基準Ⅱ-Ｂ-3  

ページ 質問事項 回答 

47  クラブ活動の活動時間につい

て、教えてください。 

沢山のクラブがあり多くの学生が登録して

いるが、入学時にアンケートを取ったもので

実際の活動実数とは違っている。 

48 昼食は談話室以外でも可能です

か？ 

ラウンジや特定の教室も可能である。談話室

には電子レンジと電気ポットが置かれ、学生

が管理をしている。 

48 看護師さんが非常勤で勤務され

ていますが、契約や時間はどうな

っていますか。 

６５歳の方なので時間は不規則でも対応し

てくれる。10：00～、 11：00～16：00ま

で。カウンセリングは保健室が窓口になって

おり、カウンセラーの先生は授業がある曜

日、月２回行う。 

基準Ⅱ-Ｂ-5 

ページ 質問事項 回答 

54 高校連絡懇談会の参加状況は？ 秋田県の高校５６校中３２校が参加。内訳は

２９校が常に入学者あり、３校がなし。内容

は学生と高校教員との懇談。入試の説明、大

学の様子を見てもらう。 

56  入学前オリエンテーションにつ

いて、入学生の反応は？ 

オリエンテーションの内容は、ピアノ、書く、

読む、健康、保育者の仕事。倉橋惣三の書写、
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社説を書いて提出。保育の夢、絵本が課題。

心構え、先輩のアドバイス。などほぼ全員が

参加する。 

基準Ⅲ-Ａ-3（1） 

ページ 質問事項 回答 

   職員の数が１２人となっていま

すが、困ったことはありません

か。また、ジョブローテーション

はおこなわれていますか。 

職員は一つの課の仕事だけでなく、手の足り

ないところも手伝う。学生支援室のように職

員がいつもいることはないが、必要な時に出

向くようにしている。 

基準Ⅲ-C-1 

ページ 質問事項 回答 

71 「保育科の特性を考慮し、保育や

ピアノに関する技術的資源の分

配については常に見直し・・・」

というのは、具体的にはどういっ

た見直しのプロセスがあるの

か？ 

「履修カルテ」「ポートフォリオ」を適応し

ている。 
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鶴川女子短期大学との相互評価を終えて 

 

ALO 小林 建一 

 

 平成２３年１０月から実施してきた鶴川女子短期大学との相互評価協定にも

とづく相互評価報告書が完成のはこびとなったことを率直に喜びたいと思う。 

 この相互評価は、大都市圏の短期大学と地方の一都市に位置する短期大学と

の間で行うもので、取り巻く環境の違いがあまりにも大きいため、協定締結に

際して一抹の不安はあったが、幼児教育科ないし保育科の単科の小規模短大で、

しかもキリストの教えを建学の精神にしているという共通性に鑑み、自己点

検・評価活動の充実・発展につながるものと確信したのでスタートすることが

できた。 

 相互評価活動は、お互いにあまり負担にならないように進めるという共通理

解のもとに、自己評価・報告書の交換とそれにもとづく評価、相互訪問による

意見交換や学内見学等を経て、お互いの優れた試みや改善すべき事項などにつ

いて学び合うという形で展開された。 

 私自身は評価員業務を何回か経験し、優れた試みと評価される事項を制限的

に挙げることに慣れていたが、相互評価においては制限がないので、優れた試

みと評価する場合が多かったように振り返っている。しかも、それらは本学で

は試みていない事柄であることから、すべて本学の改革・改善に生かせると考

えることができた。 

 多忙な中での相互評価であったが、第三者評価のように評価員としての目で

相手方を評価するのと、相互評価において相手方を評価するのとでは、親近感

がまったく異なり、より学ぶという視点が強く出たように思う。 

 今後、少子化が進むとともに、ますます学生の確保や学生の質が問題となっ

ていくであろう。このような問題を乗り越えていくには、常に改革・改善を志

向していく必要があると考えるので、今回の相互評価の成果を最大限生かして

いかなければならないと意を強くしているところである。 
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聖園学園短期大学との相互評価を終えて 

 

ALO 福地 昭輝 

 

建学の精神としてキリストの「愛の教育」をかかげ、幼児教育教員養成を専

門とする本学が、平成 23年 3月短期大学基準協会の認証評価を認められた時期

は、3月 11日に起こった東日本大震災で日々被災地の惨状が伝えられ、また、

福島原子力発電所の破壊による深刻な放射能汚染問題、首都圏計画停電などの

私たちの生活にも大きな支障をきたしていた時でした。 

 本学と共に認証評価を受けていた秋田市聖園学園短期大学を相互評価校とし

て協定を結ぶことができたのは、単に偶然ではなく導きによるものと感ぜざる

を得ません。本学には、外国人留学生は創立以来きわめて少なかった中で、数

年前、聖園学園の母体である聖心の布教姉妹会の推薦で、ベトナム人留学生を

受け入れていたこと、また、鶴川幼稚園勤務教員が聖園学園出身で、単なる偶

然ではなく、人と人との縁を感ぜざるをえません。聖園学園は、秋田県の保育

者養成に歴史と実績を兼ね備え、折しもキャンパスを改築し、男子の入学によ

る共学の短大として改革時期に取り組まれておられた。その、改革改善の先進

性を学びつつ、交流し、相互に発展する共通の目標を持ちうる大学であったこ

とでした。 

 平成 25年 12月、聖園学園より本学への訪問調査、平成 26年 6月本学より聖

園学園への訪問が行われ、自己点検評価報告書をもとに、公開資料を互いに交

換し、双方の特色や取り組みを中心に、また、前回第三者評価による指摘事項

および選択的評価領域に関する項目に重点を置いた訪問調査による意見交換の

形態で進められ、互いに忌憚のない相互評価がなされました。 

相互評価の方法や観点は、基準協会による自己点検評価の評価基準とは独立し

ており、短期大学それぞれの特色と大学の体制を反映させながら共に学びあう

考え方です。相互理解と外部評価と同等の姿勢で臨むことの大切さを実感でき

ました。28年度に来るべき第三者評価に向けたプロセスの中で相互評価を有意

義な形で取り入れていければと願っております。 


